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前回の協議会（令和6年8月7日）では、清洲橋通り南（靖国通り以南）

の現状を確認し、主な整備概要について話し合いました。

今回は、令和6年10月8日に開催した第２回沿道協議会で話し合われた内

容についてご報告いたします。

清洲橋通り南（靖国通り以南）の計画（案）について

(裏面もご覧ください）

現 況

計画(案)

・車道の車線数を減らし、歩道を6.0ｍに拡幅し歩行者通行空間と自転車通行空間の整備を

行います。

・道路のバリアフリー化等を行います。

※断面図は、代表的な断面です。
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東神田一丁目交差点計画(案)について

現況と計画（案）を比較し以下を確認しました。

・歩道が現状約2.7ｍから計画として4.5ｍ～6ｍに拡がる。→歩道が拡がり歩きやすくなり良い。

・車線数が4～5車線から3車線に減少する。→昔よりも交通量が減っている。駐停車車両が心配。

・歩行者と自転車が通行区分されている。→車道の逆走もなくなり、安全になって良い。

・街路樹についての意見を確認。→イチョウが大きくなり掃除が大変。小さい樹木にして欲しい。

・区が管理していない樹木についての確認。→個人で管理できないので、区の判断に任せたい。

・東神田一丁目交差点のコンパクト化。→安全で渡りやすくなって良い。

・区道813号を神田駅方向へ直進可能にした場合の影響。→安全を考えると現状のままが良い。

・バス停の計画位置等の確認。→アイドリング待機が心配。屋根が出来るのは良い。

主な確認内容とご意見

①横断距離の短縮
②視覚障がい者用誘導

ブロックの設置

・横断距離が長い
・乱横断の発生
・視覚障がい者用誘導

ブロックがない

現 況 計画(案)

現 況 計画(案)


